
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
一

規
則

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
五
十
号

山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

（
山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨

県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
及
び
第
七
条
中
「
精
神
病
院
」
を
「
精
神
科
病
院
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
を
削
る
。

第
十
条
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
七
項
」
に
、「
第
六
号
様
式
」
を
「
第

五
号
様
式
」
に
、「
第
六
号
様
式
の
二
」
を
「
第
六
号
様
式
に
、
同
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

措
置
を
採
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
六
号
様
式
の
二
又
は
第
六
号
様
式
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
中
「
第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
、「
届

出
は
、」
の
下
に
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
、「
第
六

号
様
式
の
四
に
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は

第
六
号
様
式
の
四
の
二
に
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
仮
退
院
中
の
精
神
障
害
者
の
再
入
院
の
届
出
）」
を
付
し
、
同

条
中
「
精
神
病
院
」
を
「
精
神
科
病
院
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
精
神
病
院
」
を
「
精
神
科
病
院
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
第
十
条
の
五
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。

「

フ
リ
ガ
ナ

第
四
号
様
式
中

保
　
　
護
　
　
者

氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
（
男
・
女
）

都
道

住
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
府
県

「

フ
リ

氏

続
柄

生
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

住

を
　
　
　
保
　
　
護
　
　
者

郡
市
　
　
　
　
　
　
町
村

フ
リ

区
　
　
　
　
　
　
　
区

」

氏住

ガ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
続
柄

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
男
・
女
）

生
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

都
道
　
　
　
　
　
　
郡
市
　
　
　
　
　
　
町
村

所
　
　
　
　
　
　
　
府
県
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
　
　
区

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

九
月
二
十
九
日

号
外
第
五
十
七
号

金　曜　日



ガ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
続
柄

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
男
・
女
）

生
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

都
道
　
　
　
　
　
　
郡
市
　
　
　
　
　
　
町
村

所
　
　
　
　
　
　
　
府
県
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
　
　
区

」

「

「

１
　
主
た
る
精
神
障
害
　
　
２
　
従
た
る
精
神
障
害
　
　
　
　
　
　
１
　
主
た
る
精
神
障

に
、

を
　
　
　
Ｉ
Ｃ
Ｄ
カ
テ
ゴ
リ

（

２
　
従
た
る
精
神
障
害

ー
　
　
　
Ｉ
Ｃ
Ｄ
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
　
　
に
、「
社
会
復
帰
施
設
、
在
宅
福
祉
制
度
等
」
を
「
障
害
福

）

（

）

」

祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
に
、「
１
　
　
　
　
　
　
内
は
、
精
神
保
健
指
定
医
の
診
察
に
基
づ
い
て
記
載
す

「
１
　
　
　
　
　
　
内
は
、
精
神
保
健
指
定
医
の
診
察
に
基
づ
い
て
記
載
す
る
こ
と

る
こ
と
。
」
を
　
２
　
保
護
者
の
氏
名
欄
は
、
親
権
者
が
両
親
の
場
合
は
２
人
目
を
記
載
す
る
こ
と

３
　
保
護
者
の
住
所
欄
は
、
親
権
者
が
両
親
で
住
所
が
異
な
る
場
合
に
２
つ
目
を
　

。。

に
、「
２
　
措
置
症
状
」
を
「
４
　
措
置
症
状
」
に
、「
３
　
選
択
肢
」
を
「

記
載
す
る
こ
と
。」

５
　
選
択
肢
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
を
削
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

三

第６号様式（第１０条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

六

第
六
号
様
式
を
第
五
号
様
式
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

第
六
号
様
式
の
二
中
「
第
３
３
条
第
４
項
」
を
「
第
３
３
条
第
７
項
」
に
、

平
成
　
　
年

「

「

１
　
主
た
る
精
神
障
害

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

」

」

「

２
　
従
た
る
精
神
障
害
　
　
　
　
　
　
１
　
主
た
る
精
神
障
害
　
　
２
　
従
た
る
精
神
障
害

を

Ｉ
Ｃ
Ｄ
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
　
　
Ｉ
Ｃ
Ｄ
カ
テ
ゴ
リ
ー

（

）

（

）

」

」

「

医
療
保
護
入
院
の

必
要
性

患
者
自
身
の
病
気

に
対
す
る
理
解
の

に
、

程
度
を
含
め
、
任

意
入
院
が
行
わ
れ

る
状
態
に
な
い
と

判
断
し
た
理
由
に

つ
い
て
記
載
す
る

こ
と
。

「

医
療
保
護
入
院
の

必
要
性

患
者
自
身
の
病
気

に
対
す
る
理
解
の

程
度
を
含
め
、
任

意
入
院
が
行
わ
れ

る
状
態
に
な
い
と

判
断
し
た
理
由
に

を
　
　
　
つ
い
て
記
載
す
る

こ
と
。

特
定
医
師
の
診
察

に
よ
り
入
院
し
た

場
合
に
は
特
定
医

師
の
採
つ
た
措
置

」

の
妥
当
性
に
つ
い

て
記
載
す
る
こ
と

。

（
陳
述
者
氏
名

に
、
「
を
記

続
柄
　
　
　
　
　
）

」

載
す
る
こ
と
」
を
「
を
記
載
す
る
こ
と
（
特
定
医
師
に
よ
る
入
院
を
含
む
。
そ
の
場
合
は
「
法
第
３

３
条
第
１
項
・
第
４
項
入
院
」、「
法
第
３
３
条
第
２
項
・
第
４
項
入
院
」
又
は
「
法
第
３
３
条
の

４
第
２
項
入
院
」
と
記
載
す
る
こ
と
。）」
に
改
め
、「
４
　
裁
判
所
へ
の
申
請
日
（
予
定
日
を
含

む
。）
の
欄
は
、
同
意
者
か
ら
申
請
の
予
定
日
を
聴
取
し
記
載
す
る
こ
と
。」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
の
二
を
第
六
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

七

第６号様式の２（第１０条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

八



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

九



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
〇

第６号様式の２の２（第１０条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
三

「

フ
リ
ガ
ナ

第
六
号
様
式
の
三
中

保
　
　
護
　
　
者
　
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
（
男
・
女

都
道

住
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
府
県

「

氏

続
柄

）

生
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住

を
　
　
　
保
　
　
護
　
　
者

郡
市
　
　
　
　
　
　
町
村

区
　
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

氏住

フ
リ
ガ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
続
柄

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
男
・
女
）

生
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

都
道
　
　
　
　
　
　
郡
市
　
　
　
　
　
　
町
村

所
　
　
　
　
　
　
　
府
県
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
　
　
区

フ
リ
ガ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
続
柄

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
男
・
女
）

生
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

都
道
　
　
　
　
　
　
郡
市
　
　
　
　
　
　
町
村

所
　
　
　
　
　
　
　
府
県
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
　
　
区

「

「

１
　
主
た
る
精
神
障
害
　
　
２
　
従
た
る
精
神
障
害
　
　
　
　
　
　
１
　
従
た
る
精

に
、

を
　

Ｉ
Ｃ
Ｄ
カ
テ

（

」

」
神
障
害
　
　
２
　
従
た
る
精
神
障
害

ゴ
リ
ー
　
　
　
Ｉ
Ｃ
Ｄ
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
　
　
に
、
「
社
会
復
帰
施
設
、
在
宅
福
祉
制
度
等
」
を
「
障

）

（

）

」

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
に
、
「
２
　
入
院
年
月
日
の
欄
は
、
医
療
保
護
入
院
の
年
月
日
（
第
３
３
条

月
日
を
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

「
２
　
入
院
年
月
日
の
欄
は
、
医

第
２
項
に
よ
る
入
院
を
経
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
入
院
年
　
を

経
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
　

」

３
　
保
護
者
の
氏
名
欄
は
、
親

４
　
保
護
者
の
氏
名
欄
は
、
親

療
保
護
入
院
の
年
月
日
（
法
第
３
３
条
第
２
項
又
は
法
第
３
３
条
第
２
項
・
第
４
項
に
よ
る
入
院
を

入
院
年
月
日
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

権
者
が
両
親
の
場
合
は
２
人
目
を
記
載
す
る
こ
と
。

権
者
が
両
親
で
住
所
が
異
な
る
場
合
に
２
つ
目
を
記
載
す
る
こ
と
。

」



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
四

」

に
改
め
る
。

「

「

１
　
主
た
る
精
神
障
害
　
　
２
　
従
た
る
精
神
障
害
　
　
　
　
　
　
１

第
六
号
様
式
の
四
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

（

」

「

応
急
入
院
の
必
要
性

患
者
自
身
の
病
気

に
対
す
る
理
解
の

主
た
る
精
神
障
害
　
　
２
　
従
た
る
精
神
障
害
　
　
　
　
　
　
　
　
程
度
を
含
め
、
任

Ｉ
Ｃ
Ｄ
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
　
Ｉ
Ｃ
Ｄ
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
　
　
に
、

意
入
院
が
行
わ
れ

）

（

）

る
状
態
に
な
い
と

」

判
断
し
た
理
由
に

つ
い
て
記
載
す
る

こ
と
。

「

応
急
入
院
の
必
要
性

患
者
自
身
の
病
気

に
対
す
る
理
解
の

程
度
を
含
め
、
任

意
入
院
が
行
わ
れ

る
状
態
に
な
い
と

判
断
し
た
理
由
に

を
　
　
　
つ
い
て
記
載
す
る

こ
と
。

特
定
医
師
の
診
察

に
よ
り
入
院
し
た

場
合
に
は
特
定
医

」

師
の
採
つ
た
措
置

の
妥
当
性
に
つ
い

て
記
載
す
る
こ
と

。

に
改
め
る
。

」

第
六
号
様
式
の
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
五

第６号様式の４の２（第１０条の３関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
六



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
八

第
六
号
様
式
の
五
及
び
第
六
号
様
式
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

一
九

第６号様式の５（第１０条の４関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
〇



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
三

第６号様式の６（第１０条の４関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
六



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
七

第
十
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
八

第１０号様式の２（第１４条関係）



（
山
梨
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
一
号
様
式
」
を
「
別
記
様
式
」
に
改
め
る
。

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
第
一
号
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

（
山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
条
の
二
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事

業
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
開
始
届
（
第
九
号
様
式
の
二
」
を
「
身

体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
開
始
届
（
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
条
の
三
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事

業
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
変
更
届
（
第
九
号
様
式
の
三
」
を
「
身

体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
変
更
届
（
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
の
四
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事

業
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
廃
止
（
休
止
）
届
（
第
九
号
様
式
の
四
」

を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
廃
止
（
休
止
）
届
（
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第

九
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
、「
身
体
障

害
者
更
生
援
護
施
設
設
置
届
（
第
十
号
様
式
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
設
置
届
（
第

八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
種
類
変
更
（
休
止
・
廃
止
）

届
（
第
十
一
号
様
式
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
種
類
変
更
（
休
止
・
廃
止
）
届
（
第

九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
」
に
、

「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
十

一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
五
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
九
号
様
式
の
二
中
「（
第
１
０
条
の
２
関
係
）」
を
「（
第
７
条
関
係
）」
に
、「
身
体
障
害

者
相
談
支
援
事
業
等
開
始
届
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
開
始
届
」
に
、「
身
体
障
害

者
相
談
支
援
事
業
等
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式

と
す
る
。

第
九
号
様
式
の
三
中
「（
第
１
０
条
の
３
関
係
）」
を
「（
第
８
条
関
係
）」
に
、「
身
体
障
害

者
相
談
支
援
事
業
等
変
更
届
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
変
更
届
」
に
、「
身
体
障
害

者
相
談
支
援
事
業
等
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式

と
す
る
。

第
九
号
様
式
の
四
中
「（
第
１
０
条
の
４
関
係
）」
を
「（
第
９
条
関
係
）」
に
、「
身
体
障
害

者
相
談
支
援
事
業
等
廃
止
（
休
止
）
届
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
廃
止
（
休
止
）
届
」

に
、「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
を
「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」
に
改
め
、
同

様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「（
第
１
１
条
関
係
）」
を
「（
第
１
０
条
関
係
）」
に
、「
身
体
障
害
者
更
生

援
護
施
設
設
置
届
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
設
置
届
」
に
、「
身
体
障
害
者
更
生
援

護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
、「
第
２
７
条
第
３
項
」
を
「
第
２
８
条
第

２
項
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「（
第
１
１
条
関
係
）」
を
「（
第
１
０
条
関
係
）」
に
、「
身
体
障
害
者
更

生
援
護
施
設
変
更
（
休
止
・
廃
止
）
届
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
種
類
変
更
（
休
止

・
廃
止
）
届
」
に
、「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に

改
め
、
同
様
式
を
第
九
号
様
式
と
す
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「（
第
１
１
条
関
係
）」
を
「（
第
１
０
条
関
係
）」
に
、「
第
２
７
条
第
５
項
」

を
「
第
２
８
条
第
４
項
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
号
様
式
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「（
第
１
１
条
関
係
）」
を
「（
第
１
０
条
関
係
）」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十

一
号
様
式
と
す
る
。

（
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に

改
め
、
同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
削

り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

七
　
障
害
者
支
援
施
設

八
　
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

九
　
福
祉
ホ
ー
ム

十
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援

を
行
う
事
業
に
限
る
。）
の
用
に
供
す
る
施
設

（
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
六
障
害
者
相
談
所
の
項
第
一
号
中
「
知
的
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
障
害
者
支
援
施

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

二
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
七
号
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

三
〇

設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
六
号
４
及
び
１０
中
「
精
神
病
院
」
を
「
精
神
科
病
院
」

に
改
め
、
同
号
１６
中
「
精
神
病
院
」
を
「
精
神
科
病
院
」
に
改
め
、「
徴
収
」
の
下
に
「
及
び
」
を

加
え
、
同
号
１７
中
「
精
神
病
院
」
を
「
精
神
科
病
院
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
の
項
イ
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
等
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
等
」
に
改
　

め
、
同
項
イ
a
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
イ
s
中
「
身
体
障
害
者
更
生

援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
項
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

g

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す

る
障
害
者
支
援
施
設
及
び
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム

別
表
第
一
の
二
の
項
ロ
a
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ロ
中
s
を
削
り
、

d
を
s
と
し
、
f
を
d
と
し
、
g
を
削
り
、
h
を
f
と
し
、
j
を
g
と
し
、
同
項
ハ
中
「
j
」
を
　

「
g
」
に
改
め
、「
社
会
福
祉
施
設
等
」
の
下
に
「
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
六
項
及

び
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設
（
イ
g
の
障
害
者

支
援
施
設
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
第
二
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
次
の
よ
う
　

に
改
め
る
。

ヘ
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す

る
障
害
者
支
援
施
設

第
七
条
第
一
項
第
一
号
チ
中
「
第
七
条
第
二
十
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
山
梨
県
精
神
保
健

及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
三
条
及
び
第
七
条
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
の

改
正
規
定
（
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。）
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規

定
並
び
に
第
六
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
（
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
施
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
際
現
に
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に

基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第

一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
第
十
条
第
十
号
中
「
供
す
る
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
供
す
る
施
設
又

は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十

八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
同

法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
と
す
る
。

４
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
（
平
成
五
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
っ
た
特
定
施
設
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


